
『ふじのくに健康いきいきカード』について 

●応募期限までに４０ポイント貯めて、ポイントカードを提出した方 

全員に発行 

 

 

 

 

●県内の協力店で利用できます。 

  県内の協力店・・・県のホームページをご覧ください。 

          ⇒  ふじのくに健康マイレージ  で検索 

●協力店では、サービスを受ける前に、カードを提示してください。 

 後からカードを提示すると、サービスを受けられない場合があります。 

●有効期限は、発行から１年以内です。 

●有効期限内で、かつ協力店の使用条件を満たせば、何回でも使えます。 

●発行は１人１枚までです。（再発行はできません） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問い合わせ   河津町田中２１２－２  

河津町役場健康福祉課 健康係（土日祝日を除く、8：15～17：00）  

電話番号  0558-34-1937   

FAX番号 0558-34-1811 

事業所の皆様へ 

『ふじのくに健康いきいきカード』協力事業所を引き続き募集しています（協

力店は県のホームページにも掲載されます）。また、県内各市町で健康マイレ

ージに取り組んでいます。町内だけでなく他の市町からもお客様が来られるか

もしれません。ぜひ、ご協力をお願いします。 

詳細は、健康福祉課まで問い合わせ下さい。 
 


